
令和６年度 （運動・文化）部活動の方針 

              課外活動の方針 

 

目標 

（１）心技体の充実 

  ○時を守り … 信頼される私 

   ・開始５分前には姿勢を正し、心を清め、開始を待つ 

  ○場を清め … 人のために 

   ・【５Ｋ】を大切にする。気づく、心を磨く、謙虚になる、感動、感謝の心 

  ○礼をただす… 心を開く 

   ・誰に対しても、大きな声で、気持ちのよい挨拶 

（２）技能の向上、勝利への努力、作品の向上 

（３）体力の向上 

本校の運営方針 

（１）入部について 

〇年度当初に２、３年の部活継続希望者は部活動継続届を担任に提出する（４月４日朝まで）。 

〇１年生の入部希望者は部活動発足会前に入部届を担任に提出する（４月２５日まで）。 

（２）退部・転部について 

    〇生徒の実態に応じて、退部や転部を認める。 

※転部・退部後の生徒本人の予想される状況や可能性について、本人はもとより保護者、学級

担任、顧問で十分に話し合いを行う。 

〇退部届を顧問→学級担任の順に提出する。 

（３）活動時間について 

①１日の活動時間は長くても平日は２時間程度、学校の休業日は３時間を限度とする。 

②年間を通して、朝部活と水曜日の放課後は活動を行わない。 

③テスト３日前より部活動なしとする。 

④テスト前後３日以内に中体連主催の大会が入った場合には、学校長の許可、保護者の同意を

得て、希望する生徒のみ参加する。 

⑤完全下校時刻には、昇降口で部長会が下校の呼びかけを行う。顧問も活動場所から一緒に昇

降口へ移動し、下校指導を行う。 

⑥完全下校時刻は夕暮れの状況を見て、学校長が判断する。（上表：完全下校の目安） 

（４）その他 

    ①活動前に荷物は活動場所へ移動する。教室には置かない。（活動後は教室に戻らない） 

    ②活動時の服装は、その活動に合ったもので行う。 

    ③懇談会・家庭訪問・放課後の小会議等が行われ顧問が不在の場合は、顧問の事前指導の下、安

全面を配慮した練習内容にする。顧問不在となる部には、巡視計画立て、分担して対応する。 

 期  間 活 動 時 間 完 全 下 校 

放 

課 

後 

４月 学活終了後～１７：４５→１８：１５ １８：００→１８：３０ 

５月 学活終了後～１８：１５ １８：３０ 

６月 学活終了後～１８：１５ １８：３０ 

７月 学活終了後～１８：１５ １８：３０ 

８月 学活終了後～１８：１５→１８：００ １８：３０→１８：１５ 

９月 学活終了後～１８：００→１７：１５ １８：１５→１７：３０ 

１０月 学活終了後～１７：１５（実質活動なし）  １７：３０→１６：３０ 

１１～１月 （実質活動なし）  １６：３０ 

２月 学活終了後～（実質活動なし）→１７：１５ １６：３０→１７：１５ 

３月 学活終了後～１７：００→１７：１５ １７：１５→１７：３０ 



３ 活動計画について 

（１）顧問は年間計画を作成し、学校長の決裁を受ける。 

（２）毎月の活動計画の作成 

①顧問は、毎月の活動計画を作成し、回議し、学校長の決裁を受けた上で、部員に配布する。 

②顧問は毎月の活動計画を職員室連絡黒板下のファイルに綴じる。 

③全部活の活動状況を全職員が確認できるように部活動の活動一覧表に必ず記入する。 

記入のない部活は活動を行うことはできない。 

④長期休業中の活動は、休業期間の平日の２分の１を限度とする。長期休業中の活動予定につ

いて、各部ごとに作成し、配布する。 

（３）活動中の指導はもとより、活動終了後の用具の後片付け、戸締まり確認、下校指導を行う。 

（４）顧問は副顧問と協力し、学校で認められている外部指導者(資料参照)との連携も大切に活動

する。 

（５）必要に応じて顧問会、部長会を開催し、活動について確認していく。 

（６）二つの部を兼務している職員や、水泳等に引率する職員もいるが、できる限り顧問と同じよ

うに活動に参加する。（顧問が出張などで不在の場合、活動が無しになってしまうことがない

ようにする） 

 

４ 休日の活動について 

（１）土・日の部活動は、どちらか一日で行うことを原則とする。時間は３時間を限度とする。大

会、練習試合などについてはこの限りではない。なお土日両日活動した場合は、他の週末の土

日を休養とする。 

（２）大会、練習試合などについては出張扱いとなるため、事前に学校長の許可を得る。 

（３）学校以外で活動を行う場合の交通手段は各家庭での引率、家庭同士相談して乗合、スクール

バスの利用、公共交通機関での移動等が考えられるが、部ごとに保護者との連絡を密にして

行う。 

   ※休日にスクールバスを利用する場合は教育計画のスクールバスの利用を参照。 

（４）運動着または部で定められたウエアー、制服で参加する。 

自転車を利用する場合には、必ずヘルメットを着用し、自転車通学のルールに従う。 

冬季の積雪により自転車通学中止の場合は使用しない。 

（５）休業日および長期休業中に活動する場合、顧問はスクールバス他、交通機関の時刻を配慮し

て計画する。 

 

５ 延長部活動について(冬期間の練習を確保するために学校長が認める活動)  

（１）秋冬期（１０月～２月）からは特に完全下校までの部活動の時間が短くなるので、学校長の許

可、生徒・保護者からの同意（同意書）を得て、延長部活動を認める。その場合、部員の意思

を確認し、保護者の同意が得られない生徒や参加意志がない生徒は、延長部活には参加しな

い。 

（２）活動時間は最大１８：１５までとし、１８：３０には下校する。顧問は下校を必ず見届ける。 

（３）週２回以内で計画を立て、延長部活動によって提出物が出ない、授業中に居眠りをしてしま

うなど、生活態度に支障が出た場合は参加させない。 

（４）活動場所の消灯･施錠は顧問が行い、学校当番に迷惑をかけない。 

（５）生徒だけでの活動はさせず、必ず顧問が立ち会う。 

 

６ 部長会について 

（１）部活動への意欲や規範意識が高められるように、定期的に部長会を行う。 

（２）部活動発足会や部活動説明会等、部活動に関わる集会の運営を行う。 

（３）部活動終了時に昇降口で下校の呼びかけを行う。 

７ 外部指導者について 

（１）各顧問が外部指導者に連絡を取り、４月に外部指導者委嘱の会を設ける。 



（２）その会の中で、学校長より出される外部指導者に関する要項の読み合わせを行い、同意して

いただいた方には学校長より委嘱状を渡す。 

 

８ 部活動の設立と廃部について 

（１）生徒数が減少傾向にあり、職員数にも限りがあるため新たに部の設立は行わない。 

（２）廃部については、検討委員会を立ち上げ、職員・保護者等と検討し決定していく。 

指導体制の工夫 

・部活動指導員の増員を市教委にお願いしている。本年度も３名の部活動指導員を配置していただ

いたので、部員が専門的な指導を受けることができる。平日、休日の顧問の負担が大幅に軽減で

きる。 

・専門的な指導ができる外部指導者を設け、顧問への負担を軽減する。専門外の顧問がいるので精

神的な負担も大幅に軽減できる。外部指導者の委任は学校長が行う。 

その他 

・保護者、地域へはホームページに掲載して公表する。 

・５月１３日～１７日の部活動参観や１７日の部活動懇談会で、学校長から保護者に説明したり、

各担当職員から部ごとに説明したりする。 

 


